
 

 

 

平 成 ２９ 年 度  学 校 総 合 評 価 

 

 

 

 

６ 今年度の重点目標に対する総合評価 

  今年度の重点目標として、①小学部における集団の中で、一人一人が役割を理解し、主体的に取り

組む力を培う学習指導の充実、②感染症予防の充実（手洗い指導の充実）、③積極的な参加につながる

ＰＴＡ活動の推進、の取組３項目を挙げた。 

  重点項目の評価については、「８ 学校アクションプラン（様式５）」に記載のとおり、達成度及び

具体的な取組状況から総合的に判断して、３項目全ての取組において「達成した」又は「ほぼ達成し

た」とした。 

学校評議員からは、重点項目について「具体的な取組状況から、重点項目はそれぞれの当初の目標 

を達成している」との評価をもらった。また、各重点項目について「ＩＣＴ機器を活用した学習指導

は有効的であると感じた。しかし、実際に自分の目で確認したり、体験したりすることで学ぶことも

多いので、一人一人に合った方法をバランスよく取り入れて指導を行っていくことが大切である。」

「手洗い指導の取組をしっかり行っている。今年度、学校でインフルエンザが広がっていないのは、

この取組の成果であると思われる。手の洗い方を定着させることが次の課題だと思うので指導を継続

していってほしい。」「有益な情報を保護者同士で共有するという初めての取組で、今年度は保護者に

十分に理解してもらうことが難しかったのではないか。今後も、保護者に情報発信を続けることが大

切である。」など貴重な提言をもらった。 

 

 

７ 次年度へ向けての課題と方策 

  学校評議員からの提言をうけて、次年度に向けては次の課題について取り組むこととしたい。 

・ 授業づくり、授業改善の充実を図るため、授業検討や他学部との意見交換会等を引き続き行い、

一人一人の実態に即した指導内容、方法について検討するとともに、小中高の系統性や一貫性に

ついて考えを深める。また、教育課程全体を通した取組についても検討を行う。 

・ 児童生徒の感染症予防に対する知識や技能の向上を図るため、手洗い指導を継続して行う。また、

児童生徒の主体性を育てるために、児童生徒会や保健・給食委員会での手洗いに関する取組を工

夫する。 

・ 保護者同士で有益な情報の共有が行われるよう、取組に対する情報発信を続けて保護者の理解を

図るとともに、ＰＴＡ役員会ＰＴＡ広報部での意見を基に取組を進めていく。 



８ 学校アクションプラン 

（評価基準 Ａ：達成した Ｂ：ほぼ達成した Ｃ：現状維持 Ｄ：現状より悪くなった） 

平成２９年度 にいかわ総合支援学校アクションプラン － １ － 

重点項目 学習活動（小学部） 

重点課題 集団の中で、一人一人が役割を理解し、主体的に取り組む力を培う学習指導の充実 

現  状 

・ 本校では、平成 21年度より『授業づくり・授業改善』に取り組んでいる。小学部で

は、平成 27年度には各教科等を合わせた指導を、平成 28年度には教科学習を取り上

げ研究実践を行った。その結果「自分の役割の理解」「友達との協力ややりとり」「自

発的な準備や片付け」「教師への報告」などに関して一定の成果が見られた。 

・ 研究実践では、課題解決や協働の機会の設定、物理的・人的支援環境を工夫し“どのよ

うに学ぶか”という視点での授業づくりの意識が進んだ。しかし、児童が「できた」

「分かった」ことがその他の学習場面、家庭や地域生活で十分に活きる力となってい

たかという点では課題が残った。そこで、主体的で協働的な学びだけでなく、児童が

思考・判断・表現しながら学ぶ場面を効果的に取り入れた取組が必要である。 

達成目標 
教科学習における授業検討の実施回数 

各学年グループ２回以上 

方  策 

・ 教科学習について、各学年グループで対象授業を決め、授業検討（指導案検討→授業①

→事後検討①→授業②→事後検討②）を行う。 

・ 学習会を通して「教師のための授業改善ポイント」の項目内容の捉え方等についての共

通理解を図り、授業検討に活用する。 

・ 学校訪問研修等の機会も利用し、いろいろな授業場面においても同じ視点で取り組み、

成果や課題を共有しながら授業に活かしていく。 

・ 他学部の授業を参観したり他学部の教員に授業を参観してもらったりして得られた意

見を参考にし、学びの系統性や一貫性を意識した取組を行う。 

達成度 低学年２回 中学年３回 高学年２回  計７回 

具体的な 

取組状況 

・ 国語３授業、算数４授業の計７授業を取り上げ、授業検討を行った。参観や事後検討

は、学部全体で行った。学部での検討会で授業場面を取り上げ、「教師のための授業改

善ポイント」の項目内容の捉え方等の学習会の要素も盛り込むことで、授業づくり・

授業改善の方向性の共通理解を図った。 

・ 「教師のための授業改善ポイント」のチェック項目に照らし合わせて、参観の視点を

明確化し、共通理解を図ってから参観に臨んだ。共通のチェックツールを活用するこ

とで、事後検討会では的を絞った意見交換につながった。 

・ 授業検討を行う中で確認し合った「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に取り組

む態度」の観点別評価の視点などを、一人一人がフィードバックして日々の授業に取

り組んだ。また、授業検討会では、意見に加えてその取組を紹介することで、授業検討

会の連続性を図った。 

・ 中学部、高等部の授業を各１回以上参観し、意見交換会に参加した。他学部教員の意

見から、小中高の系統性や一貫性について考えを深める機会となった。 

評  価 Ａ 達成した。 

学校関係 

者の意見 

 

・ ＩＣＴ機器を活用した学習指導は有効的であると感じた。しかし、実際に自分の目で

確認したり体験したりすることで学ぶことも多いので、一人一人に合った方法をバラ

ンスよく取り入れて指導を行っていくことが大切である。 

次年度へ 

向けての 

課  題 

・ 児童の「できた」「分かった」をより確かなものにするために、振り返りや称賛の機会

の充実を図ることが必要である。 

・ 実際の生活場面で活用できる力となるように、教育課程全体を通した取組を充実させ

ることが必要である。 



（評価基準 Ａ：達成した Ｂ：ほぼ達成した Ｃ：現状維持 Ｄ：現状より悪くなった） 

平成２９年度 にいかわ総合支援学校アクションプラン － ２ － 

重点項目 学校生活（保健部） 

重点課題 感染症予防の充実（手洗い指導の充実） 

現  状 

・ 本校には、通常の学校生活には支障がないものの感染症から重篤な状態に陥る障害を有

する児童生徒が在籍している。また、身体の不調を伝えることが難しい児童生徒も多い。 

・ 感染症予防については、うがい手洗いの大切さを伝えたり、外から戻ったときや、給食

の前等の場面を捉えて手洗いの指導を行ったりしている。また、手洗いの手順を各教室

や洗面所に掲示し、正しい手洗いを意識できるようにしている。しかし、手のすみずみ

まで丁寧に洗うことやハンカチで拭くこと等、手洗いスキルの定着は十分とは言えな

い。 

・ 就労までに身に付けておきたい基本的生活習慣の一つとして、各学部においても手洗い

の徹底は課題となっている。    

達成目標 
手洗いの向上が見られた児童生徒の割合 児童生徒を対象とした手洗い教室の実施 

７０％以上 年間３回 

方  策 

・ 全学級に手洗いの手順表を掲示し、手洗いの度に確認できるようにする。 

・ 全校児童生徒に手洗いチェックカードを配布し、年に２回、期間を決めて手洗いに関

する項目をチェックする。 

・ 全校集会や学部集会等の場を活用し、児童生徒も主体的に参加できる形で手洗いの向

上につながる取組を行う。 

・ 児童生徒を対象にした手洗い教室を実施する。 

達成度  ７２％   年間３回 

具体的な 

取組状況 

・ 手洗い手順表を各学級の他、トイレ、洗 

面所等に掲示した。 

・ 全校児童生徒に「手洗いチェック表」を 

配布し、６月と１２月にチェックを行 

った。また、３月末に最終チェックを行

い次年度に指導を引き継ぐ予定であ

る。 

・ 全校児童生徒に「手洗いチェッカー」を 

  利用して汚れのチェックと手洗いの指 

  導を行った。また、その結果を各児童生 

徒へ返し、教室の手洗い場に掲示した 

り、保護者に見せたりした。 

・ 保健・給食委員会の生徒が「手洗いチェ 

ック表」を配布したり、全校集会で手洗 

いについて発表したりした。 

・ ［小学部］学部集会を活用し、養護教諭

が手洗いの大切さや手順等をスライド

や手洗いチェッカーによる実演で伝え

た。 

・ ［中学部］新川厚生センターと黒部市食 

品衛生協会から講師を招いて、手洗い教 

室を実施した。生徒は、手洗いを実際に 

見てもらい指導を受けた。 

・ ［高等部］学年集会を活用し、学年主任 

が職員を対象とした感染症予防研修会 

の内容を踏まえ、感染症予防のための手 

洗いについて伝えた。 

評  価 Ａ 達成した。 Ａ 達成した。 

 

学校関係 

者の意見 

 

・手洗い指導の取組をしっかり行っている。今年度、学校でインフルエンザが広がってい

ないのは、この取組の成果であると思われる。手の洗い方を定着させることが次の課題

だと思うので、指導を継続していってほしい。 

 

次年度へ 

向けての 

課  題 

・「手洗いチェック表」を使ったチェックを定期的に行い、児童生徒や教職員に手洗いへの

関心を持続させる工夫が必要である。 

・手洗いを推進する活動を児童生徒会や保健・給食委員会の活動として取り組むなど、あ

いさつ運動のように児童生徒同士で関心を高め合う場の工夫が必要である。 



（評価基準 Ａ：達成した Ｂ：ほぼ達成した Ｃ：現状維持 Ｄ：現状より悪くなった） 

 

平成２９年度 にいかわ総合支援学校アクションプラン － ３ － 

重点項目 その他（総務部） 

重点課題 積極的な参加につながるＰＴＡ活動の推進 

現  状 

・ 保護者から、障害のある子供の養育について、厳しさを感じていることが多くあ

り、特に、外に出掛けることや、治療を受けること等において、困難さを感じるこ

とがあるという言葉を多く聞く。しかし、一方では、商店や病院、公園やイベン

ト、福祉サービス等をうまく利用している保護者もおり、これらの有益な情報を保

護者同士で共有することは意義があると考える。 

・ 障害者差別解消法が施行され、合理的配慮が求められている今、障害者への配慮が

ある商店や病院、公園やイベント、福祉サービス等の情報を共有する取組を行うこ

とは、障害のある子供を抱えて生活する保護者や子供自身の社会生活の充実につな

がり、保護者同士の横のつながりも強めることができると考えている。 

・ 本校には、保護者の投稿を掲載した情報誌「ほほえみめ～る」があり、例年ＰＴＡ

会員の１０％程度の投稿がある。この情報誌を利用し、障害者への配慮がある店や

施設等の情報を掲載することで、情報誌に興味をもつ保護者が増えるとともに、情

報共有の充実を図ることができると思われる。 

達成目標 
ＰＴＡ情報誌に情報を提供する保護者の割合 

ＰＴＡ会員の２０％以上 

方  策 

・ 保護者と取組についての共通理解を図る。 

・ 広報部を中心とした保護者が、情報提供用の様式を作成する。 

・ 保護者に用紙を配布し、情報提供を依頼する。 

・ ＰＴＡ行事の際に、広報部の保護者が中心となって用紙を配布し、情報提供を呼び掛

ける。 

・ 集まった情報を、例年作成している情報誌「ほほえみめ～る」に掲載する。 

・ 連絡帳や懇談等で、教員が障害者への配慮がある店や施設等について知ることがあ

れば、保護者に情報の提供を依頼する。また、教員からの情報も提供していく。 

・ 保護者の関心が高まるよう、学習発表会等の際に、提供してもらった情報を、校内

掲示のＰＴＡコーナーに掲示する。 

達成度 ＰＴＡ会員の１９％ 

具体的な 

取組状況 

・ ６月に情報提供用紙を保護者に配布し、順次提出するよう呼び掛けた。 

・ ９月のＰＴＡ役員会での協議で、用紙の配布時には、締切り期日と提出枚数を伝え

ることを決め、再度、情報提供用紙を保護者に配布した。 

・ ＰＴＡ行事の際には、保護者や教員が情報提供を呼び掛けて用紙を配布したり、情報募

集の掲示を行ったりした。 

・ 教員には、連絡帳や懇談等で情報を知る機会があった場合には、その保護者に情報

の提供を依頼するように呼び掛けた。 

・ 学習発表会では、保護者・教職員作品の展示室の一角に、提供された情報を一覧に

して掲示した。 

評  価 Ｂ ほぼ達成した。 

学校関係

者の意見 

・ 有益な情報を保護者同士で共有するという初めての取組で、今年度は、保護者に十

分に理解してもらうことが難しかったのではないか。今後も保護者に情報発信を続

けることが大切である。 

次年度へ 

向けての 

課  題 

 

・ 今年度、障害者への配慮がある店や施設等の情報共有の充実が十分に図られなかっ

たが、ＳＮＳの普及により情報に恵まれていること等も要因の一つなのではないか

と考える。次年度は、ＰＴＡ役員会やＰＴＡ広報部の打ち合わせ等保護者同士の話

し合いの中で保護者が本当に必要とする情報を取り上げて取り組む必要がある。 

・ 次年度、全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会全国研究協議大会の分科会

でＰＴＡ会長の発表が決まっている。今後、この取組も含めてＰＴＡ活動のより一

層の充実が図られるよう、ＰＴＡ全体で盛り上げていく必要がある。 
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